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子　宝　祈　願　の　遺　産  ＊）

──ブルターニュ公継承問題をめぐって──

田　辺　め　ぐ　み

はじめに

　中世末期に多くの婦女子が所有した時祷書は，当時の女性の社会的立場や境
遇を知るための貴重な史料とされてきた。とはいえ，注文主が父や兄そして夫
などの男性である場合も多かったという事実を考慮すれば，写本に認められる

「女性性」が現実の姿を再現しているのか，もしくはあるべき理想像を示してい
るのか，その判別が容易ではないことも事実である 1）。いっぽう男性が注文・
所有した時祷書にはそういった異性の影響は及ばなかったにもかかわらず，今
日まで特徴や特異性が「男性性」の観点から考察されることはなかった。男性
の時祷書はもっぱら絵師の独創性，もしくは個人的な事情や立場といった写本
の制作背景を知るよすがとされてきたのである。しかしながら，男女の役割や
各々のありように歴然とした性差があった当時の状況を勘案するならば，各写
本に男性特有の思考・志向が反映されている蓋然性は高いと言えよう。特に世
継ぎの出産が女性に特化した責務と見なされていた時代だっただけに，男性の
時祷書に登場する子宝祈念の表象について，「男性性」という性差を視野に入れ
つつ検討する意義は十分にある。
　本稿では，写本の注文主・当初所有主の痕跡が多数収載されている『ピエー
ル ２ 世の時祷書』の彩飾プログラムを以上の見地から再検証し，時祷書を対象
としたジェンダー研究のために新たな視角の提示を試みる。

図像・装飾プログラムの聖と俗

　本題に入る前に，『ピエール ２ 世の時祷書』の制作経緯にかんする既知の事項
を整理しておこう。同書は 1450 年から 7 年間ブルターニュ公国を治めたピエー
ル ２ 世（1418–1457）が注文し，所持した写本であることが様々な側面から立証
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されている ２）。まず主要な構成要素をなす「聖母マリアの時祷」や「死者の聖
務日課」の祈祷文が，公の居住地ナントの典礼使用式である事実が先行研究に
よって確認された。根拠は，「教会暦」「執り成しの祈祷」「連祷」にナントで崇
敬を集めた諸聖人が散見する点にも求められている 3）。ほかにも，半頁大の 50
ものミニアチュールや豪華な余白装飾と他のナント使用式の写本との類似性が, 
エバーハルト・ケーニヒによって指摘されている 4）。いっぽう写本所有主の特
定につながる手がかりは，中古フランス語で記された各種テキスト，欄外装飾
に頻出する紋章，さらに祈祷像を始めとした多彩な装飾・図像などに見出 
せる 5）。
　とくに重要なのはピエール ２ 世の心性をほのめかす祈祷像だ〔図版 １ 〕。クリ
スティアン・ド・メランドルは，冠を被り，高価なアーミンに裏打ちされた赤
いコートを纏い，神に祈りを捧げる公の姿がダヴィデの祈祷像に酷似している
点に着目し，ここに彼のフランス王家への対抗心を読み取っている 6）。篤信の
統治者として名高い第 ２ 代イスラエル王ダヴィデに擬えて自らの姿を描かせる
流儀は，たしかにフランス王家に長く続いた伝統である 7）。しかも祈祷姿のピ
エールには祝福のジェストをする神から黄金の放射光が燦然と放たれ，欄外に
は冠を戴く公の紋章が天使に抱かれていることから，この構図が神との深遠な
関係を誇示するフランス王家の慣例を踏襲しているのは疑えない 8）。
　こうした作意を顧慮するならば，「神殿奉献」〔図版 ２ 〕の図像プログラムに隠
された意図を読み解くことも可能となろう。図像の典拠となった福音書記者ル
カ ２ 章 ２２ 節以下によれば，聖母マリアとヨセフは清めの期間が過ぎると幼子を
連れてエルサレムへのぼる。すると「救世主に逢うまで死なない」と聖告され
ていたシメオンが聖霊によってイエスの捧げられる聖殿へと導かれ，聖子を抱
いて次のように告げる──

主よ，今こそあなたは，あなたのしもべを，みことばどおり，安らかに去らせてくだ
さいます。私の目が，あなたの御救いを見たからです。御救いはあなたが万民の前に
備えられたもので，異邦人を照らす啓示の光，御民イスラエルの栄光です。 9）

　イエスこそ待望の救世主であると預言されるこの場面には，神子を抱くマリ
アと奉納の品を手にした侍女，そして彼女たちと対面する老シメオンの姿が描
かれている。だが不可解なのは，ブルターニュ公家の紋章が縫い取られた織物
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図版 １　ピエール ２ 世
（BnF, ms.  lat.  1159.  fol.  ２7 v）

図版 ２　「神殿奉献」
（BnF, ms.  lat.  1159.  f.  65 v）

図版 3　「福音書記者マルコ」
（BnF, ms.  lat.  1159.  f.  18）
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が神殿を装飾している点である。
　「神殿奉献」の図像プログラムが喚起するもうひとつの問題は，欄外下に描か
れた猪を射止める男と一組の男女，そのどちらの姿にも主題挿絵ならびにテキ
ストとの関連性が見出しにくいところにある。先行研究では，これらのモチー
フは単なる「装飾」と見なされ，それぞれの選択意図が問われることはなかっ
た。しかしながら後者の男性の首に前ブルターニュ公フランソワ 1 世（在位
144２–1450）が設立した「穂の騎士団」の首飾りが認められる点に，新たな解釈
の手がかりを求めうるのではあるまいか 10）。というのも，麦の穂が ２ 人の女性
によって刈り取られ（fol. 15 r），編まれ（fol. 16 v），首飾りとなって男性の首
にかけられる場面〔図版 3 〕が，「 4 福音書読誦」の各課冒頭に描かれているか
らである。
　メランドルは，麦が豊饒の象徴であると同時にブルターニュの主要生産穀物
である点にもとづき，他に類例のない麦穂の首飾りの叙述的図像をブルター
ニュの繁栄祈念の表象と捉えている 11）。いっぽうロラン・アブロは男性に麦穂
の首飾りをかける女性にピエール ２ 世の妻フランソワーズ・ダンボワーズ

（14２7–1485）の姿を認めている 1２）。しかし首飾りが授与される場面と同じ衣装
を纏った男女は 4 月の月暦図（fol. 4 r）に描かれているだけでなく，そもそも
当月の図像には愛の告白のため花や花冠を手にする男女や婚約式が選択される
ことが多かった 13）。これらを考慮すれば，むしろブルターニュ公国の存続を担
うフランソワ ２ 世（在位 1458–1488）夫妻と上記の図像プログラムとの関連性
を問わずにはいられまい。
　たしかにフランソワ 1 世が遺言で命じた娘マルグリット（1443–1469）と従弟
フランソワ（1435–1488）との結婚は，公位を継いだ弟のピエール ２ 世立ち会い
のもとで 1455 年に挙行された 14）。この記念すべき年が，写本の制作年代と合
致することは注目に値する 15）。また，新夫婦の誕生が当時のブルターニュ公家
にとってこのうえなく重要な出来事であったことも想起すべきだろう。1365 年
のゲランドの条約でブルターニュ公国を継承するのは男性に限られていたが, 
フランソワ 1 世はイザベル・スチュアート（14２7–1494 / 99）との間に ２ 人の娘
しか儲けておらず，ピエール ２ 世にあっては子宝にまったく恵まれなかった。
こうした状況下ではフランソワ 1 世の長女マルグリットとフランソワ，つまり
家系を同じくする彼らの結婚は必然であったといえよう 16）。さらにフランソワ
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1 世の遺書には，公位継承者として後のアルチュール 3 世（在位 1457–1458）の
名も記されていた。後者のドゥヴィーズが猪であるからには，若いカップルに
対面する「猪を射止める男性」が誰を指すのかは自明であろう 17）。
　欄外装飾の「意味するもの」を考慮したうえで，改めてブルターニュの紋章
が施された「神殿奉献」〔図版 ２ 〕を再解釈するならば，その図像プログラムに
ピエール ２ 世の意図を汲まずにはおれまい。すなわち，救世主と預言された幼
子イエスにブルターニュ公家が待望する男児を重ね合わせることで，神の民の
歴史に公家のそれを擬えようとしたと考えられるのである。たしかにルカの福
音書では，大天使ミカエルがマリアに授けられる男児について次のように告げ
ている──

すぐれた者となり，いと高き子と呼ばれます。また，神である主は彼にその父ダヴィ
デの王位をお与えになります。彼はとこしえにヤコブの家を治め，その国は終わるこ
とはありません。 18）

　ただし，このように解釈するばあい，新たな疑問が生じる。ピエール ２ 世か
ら待望の男児に至る神聖な系図を想定するなら，とうぜん系図において妻・母
の位置を占めるはずのフランソワーズの存在が，実際には時祷書において稀薄
なのである 19）。しかも写本制作の年代を踏まえれば彼女は当時まだ ２8 歳であ
り，子宝に恵まれる年齢だった。いったいなぜフランソワーズの姿はブルター
ニュ公家繁栄の祈念表象として描かれなかったのだろうか。

「純潔」の表象から辿るピエール ２世夫妻の痕跡

　この問いの検討にあたって着目すべきは，「白」によって象徴される〈純潔〉
のテーマである。メランドルはフランス王家の紋章をなす「青」が聖人の迫害
者をはじめ，負のモチーフに意図的に用いられている側面をとりあげ，これと
の対応からブルターニュ公家が崇敬する聖母マリアの着衣に白が選択されたと
解釈している ２0）。だが，マルグリットが 4 月の月暦図と麦穂の首飾りの図像〔図
版 3 〕において纏っている衣は白であるのに対し，「神殿奉献」〔図版 ２ 〕では青
になっていて，婚姻前と後の差異化が認められる。こうした作例を踏まえれば, 
聖母マリアや諸聖人，世俗の乙女が純白の衣を着た姿で描かれたのも，「純潔」
を喚起する色彩の象徴性に配慮したためだと考えられよう ２1）。
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　「純潔」を「白」で象徴する手法との関連で見過ごせないのは，「聖アポロニ
ア」〔図版 ４ 〕の拷問の図像である。『黄金伝説』によれば，純潔で名高きこの聖
女は異教徒に暴行され，柱につながれ歯を抜かれてもなお信仰を堅く守り，燃
え盛る炎に自ら身を投じたという ２２）。注目すべきことに，『ピエール ２ 世の時
祷書』では「執り成しの祈祷」が捧げられている複数の処女聖人のうち ２3），も
はや若くはなかった聖アポロニアのみが純白の着衣姿で描かれているのだ。色
彩によって彼女の純潔がことさらに強調されているのである。しかも他のブル
ターニュ時祷書に描かれている彼女の図像と比較するならば，彼女の局部に獄
吏が足を割りいれるという，同書に特有の細部も看過しがたい ２4）。
　聖アポロニアの図像の着想源を探るうえで手がかりとなるのは，フランス王
弟ベリー公が 15 世紀初頭に注文・所有した『ベリー公の美しき時祷書』であろ
う ２5）。こちらの写本には下半身に白布を巻きつけた聖カテリナと聖アガタの局
部に獄吏が膝を食い込ませている図像が挿入されており，『ピエール ２ 世の時祷
書』に共通するコンテクストの存在を窺わせる。たしかに「15 世紀の教会は悪
徳への嫌悪を吹き込むことで徳を教えた」と指摘するエミール・マールに従え
ば ２6），40 歳近く年の離れたジャンヌ・ド・ブーローニュ（1378–14２２）を後妻
に迎えたベリー公（1340–1416）と，純潔を守る「聖女」を妻にもつピエール ２
世が，共に肉の誘惑にたいする戒めを必要としたことは大いに考えうる。ただ
し前者の時祷書には若者を誘惑する女性の図像が認められるのに対し ２7），後者
のものには「肉欲」や「官能」の擬人像が全く見当たらないため，両者の意思
を同列に扱えないことは明白である。
　「聖アポロニア」の拷問図に看取しうる特異性が「男性への教示」として捉え
きれないとあらば，ブルターニュ公の個人的な事情にもとづいてこれを考察す
るほかない。彼の妻フランソワーズの生涯にかんしてはかなり詳しい記録が伝
わっている。それには，「純潔」を頑なに守るフランソワーズが陰では不貞を犯
していると吹聴されて，ピエール ２ 世が妻に暴力を振るったとある ２8）。彼女の
死後およそ半世紀後に書かれた伝承であるため，信憑性は高いとはいえないが, 
記述内容に照らして「聖アポロニア」の拷問図を改めて検討すれば，他の聖人
の殉教図には認められない特徴に目がとまろう。それは純白の衣を纏った処女
聖人の口から流れ出る「血」である。このように暴力性を際立たせた表現が導
入されたのは，無辜の妻に手をあげた過ちを悔い改めたピエール ２ 世が，自ら
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図版 ４　「聖アポロニア」
（BnF, ms.  lat.  1159.  f.  151 v）

図版 5　聖母子とピエール ２ 世
（BnF, ms.  lat.  1159.  f.  ２3）

図版 6　聖アンナ 3 代図
（BnF, ms.  lat.  1159.  f.  164 v）
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に対する戒めとするためであったとは考えられまいか。
　ところで，ブルターニュ公の時祷書において「白」が純潔を象徴し，その意
味でフランソワーズの存在を連想させるとすれば，彼女と聖母マリアとの関連
性についても検証する必要があろう。『ピエール ２ 世の時祷書』には，「聖母マ
リアの時祷」の各課冒頭のほかにも祈祷文 « Obsecro  te »〔図版 5 〕の冒頭に純
白の衣を纏った聖母が描かれている ２9）。聖母子の前に跪く写本所有主の姿を描
くことは時祷書に慣例化していたため，単なる聖母崇敬のかたちと見なされが
ちだが，しかし中世末期には王侯貴族の妻や愛人に似せた聖母像がしばしば表
されるようになるのを思い起こそう 30）。「白」の象徴する純潔によってフラン
ソワーズの存在を強く喚起するのが本書の特色ならば，とうぜん聖母マリアに
彼女の姿が重ねあわされていると解釈できよう。さらにここで，「神殿奉献」〔図
版 ２ 〕で聖母に抱かれる幼子に「誕生を待ち望まれる男児」が仮託されている
ことを考え合わせるなら，イエスを処女懐胎したマリアのごとく，神の御業に
より妻の男児懐妊を待ち望む公の密かな願いさえ読みとれるのではないか。こ
の見解は「マギの礼拝」（fol. 61 v）にヨセフが描かれていない点によっても裏
づけられる。ブルターニュ公家の繁栄を担う人々が描かれている当該フォリオ
に，ピエール ２ 世とフランソワーズ・ダンボワーズの姿が不在である理由はも
はや言うまでもあるまい。
　以上の考察により，『ピエール ２ 世の時祷書』における「公家の繁栄祈念」と

「純潔」の表象との結節点を捜し求めるなかで，「男性性」と見なされがちな諸
要素が，実際には写本に固有の制作背景にもとづいて巧妙に組みあわされてい
る実態が明らかになったであろう。ただし，多くの時祷書が親族に寄贈・遺贈
されていた事実に留意するならば，個人的な祈りのかたちが如何に受容され，
転成してゆくのかという問題を今度は検証しなければならない。

変わりゆく子宝祈願のかたち

　『ピエール ２ 世の時祷書』の具体的な来歴は，見返しの遊びに記された短文や
モノグラムにのみ求めうる。それらにより同写本が 16 世紀にジャック・ド・
フォワスィの妻マルグリット・ド・グルネズィの蔵書となったことが確認でき
る 31）。いっぽう写本にはいかなる痕跡もないものの，ピエール ２ 世の従妹で
1457 年にフォントヴロー修道院長となったマリー・ド・ブルターニュ（14２4–
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1477）も同写本を所有した可能性が，彼女の蔵書目録にもとづき推測されて 
いる 3２）。
　先行研究が明示する『ピエール ２ 世の時祷書』の来歴は以上にとどまるが, 
ブルターニュ公家繁栄祈願が託された写本が，公の逝去直後に修道院長となっ
た未亡人マリーに託されたとは考えがたい。むしろ 1457 年にピエール ２ 世が他
界した後，ブルターニュ公を継いだ叔父のアルチュール 3 世（1393–1458）が時
祷書を承継した可能性を問うべきだろう。ただし彼は 3 度の結婚の甲斐なく実
子に恵まれず，すでに高齢だったため，子宝祈願の祈祷書の相続者に相応しく
ないと見なされた蓋然性は高い。この推測は，先述の「神殿奉献」〔図版 ２ 〕の
図像プログラムに，彼が妻カトリーヌ・ド・リュクサンブールを伴わずに描か
れている事実によって裏づけられるであろう。
　こうした消去法によって浮上する継承者はマルグリット・ド・ブルターニュ
にほかならない。彼女が写本を所有した根拠となる痕跡は，「聖アンナへの執り
成しの祈祷」冒頭〔図版 6 〕の，冠を戴いた旗形の紋章である。同形の紋章は,
ほかにも聖母子の前に跪くピエール ２ 世〔図版 5 〕，公の祈祷像〔図版 １ 〕，「聖母
戴冠」（fol.  74  v）の欄外にも現れるが，それらには白貂の毛皮模様が 11 個散
らされているのにたいし，問題の紋章には同様の図柄が計 14 個数えられるの
だ。歴代のブルターニュ公が盾や旗形に白貂の毛皮模様を 8 から 11 ほど散らし
た紋章を使用していたこと，既婚女性の紋章が父と夫の紋章の組み合わせであ
ること，そして紋章に冠が被されていることを勘案するなら，件の紋章は，フ
ランソワ 1 世を父に，そしてフランソワ ２ 世を夫に持つマルグリット・ド・ブ
ルターニュの紋章であり，彼女が『ピエール ２ 世の時祷書』を一時的に所有し
ていた証拠と見なせるのではあるまいか 33）。
　逝去直前に作成された彼女の遺言書に同写本の記載はないとはいえ 34），ブル
ターニュ公家繁栄のための子宝祈願に用いられた祈祷書が彼女に託された可能
性は十分にありうる。だが，こう解釈する場合，「聖アンナ 3 代図」〔図版 6 〕に
のみ挿入された彼女の紋章にいかなる意図が隠されているかを問う必要があろ
う。問題の紋章はピエール ２ 世のそれを単に描き換えたものではなく，写本の
継承過程で挿入されたことは，周囲の装飾モチーフの不自然な途切れによって
確認できる。また，この主題は従来，聖母マリアが原罪に汚れずに生を受けた
ことを描くものであるにもかかわらず，彼女の衣に白と青の配色が用いられて
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いるため，純白の衣装で描かれている他の聖母像のように「純潔」を表象する
ものでも，またそこからフランソワーズの姿を喚起せんとするものでもなかっ
たことが窺える。
　「聖アンナ 3 代図」に自らの紋章を付したマルグリットの意図を探る手がかり
は，彼女が母イザベル・スチュアートから受け継いだ『フィッツ・ウィリアム
の時祷書』に求められる 35）。その継承過程で，聖母子に祈りを捧げるマルグリッ
トの姿が挿入されたという事実に照らすならば，『ピエール ２ 世の時祷書』への
紋章の追加は新たな写本所有主を誇示するに留まらず，その聖人崇敬を表象す
ることをも目的にしていたと言えよう 36）。さらに『フィッツ・ウィリアムの時
祷書』における聖アンナや聖母子への崇敬表現に子宝祈願の形象を見るエリザ
ベト・レストランジュの解釈に倣うならば，『ピエール ２ 世の時祷書』がマルグ
リットへと継承される過程で，聖アンナを祖とするキリストの系図に「女性の」
子宝祈願の表象が新たに追加されたと見なしうるのである 37）。

結論にかえて――祈念表象の「部分」から「全体」へ――

　イスラエル王ダヴィデに擬えつつ神聖なる公国の繁栄を祈念する，いわば「男
性的」な子宝祈願が託された『ピエール ２ 世の時祷書』が，女性の継承者によっ
ていかに受容されたかを検討することにより，子宝祈願の表象における性差の
実態が明らかとなったと思う。こうした観点が先行研究に欠けていたのは，単
一写本のモノグラフィックな調査，もしくは女性間で継承された写本に対象を
限定した子宝祈願の表象研究に主因があろう。本稿が提示する新たな見地から, 
今後いっそう多彩な子宝祈願の生成・受容・転成過程が考察・解明されること
を期待したい。
　彩飾プログラムの考察にあたっては，写本の注文主と所有主の意向をそれぞ
れの背景に基づいて仔細に分析する必要がある。筆者はすでにブルターニュ時
祷書の調査を通じて，子孫繁栄，百年戦争の勝利，そして亡き親族の魂にたい
する救済といった多様な「祈りのかたち」を詳らかにしたが，それらと照合し
結節点を探るなかで，難解な作例や，一見いかなる特殊性も見出せない彩飾プ
ログラムにさえ解読できる意味はけっして少なくないと考える 38）。もちろんそ
ういった考察において，各写本に係わる人物の性別を看過できないことは今や
疑うべくもない。
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　かつては書物を所有できる階層が限定的であるという理由から，写本の調査
研究により得られる知見は，中世の社会や文化の総体的な姿を浮き彫りにでき
るものではないと見なされてきた。しかしながら，中世末期において「救済」
が近親者や自己の魂の救いのみならず，対外戦争や疫病・自然災害といったあ
らゆる惨禍からの「解放」を意味していた事実に鑑みれば，個人的な祈念表象
と解釈されてきた図像・装飾プログラムが，政治的・社会的な事象にたいする

「民衆の」反応や心性の表象として新たに立ち現れてくる可能性は小さくない。
このことを視野に入れた時祷書研究を今後の課題としたい。

註

＊）  本稿は，西洋中世学会第 6 回大会（２014 年 6 月 ２1 日，同志社大学）で口頭発表し
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9 ）  Lc  ２,  ２9-3２.
10）  麦穂の首飾りをつけた人物像は次の写本にも認められる── Livre des vices et des 

vertus （BnF, ms. fr. 958） ;  Livre des Tournois du roi René （BnF, ms. fr. ２695） ;
Heures d’Isabelle Stuart （BnF, ms.  lat.  1369 ;  BnF, ms.  nal.  588）.

11）  Voir MÉRINDOL,  « Nouvelles  réflexions  sur  le  rôle  de  l’image  dans  les manuscrits 
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fol. 4 r）  にはシャルル・ドルレアンとボンヌ・ダルマニャックの婚約式の具体的な
様子が描かれている。Voir  Raymond  CAZELLES,  Les Très Riches Heures du duc 
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14）  Voir Arthur  de  LA BORDERIE, Histoire de Bretagne,  Rennes :  Librairie  générale 
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Livres et lectures de femmes en Europe entre Moyen Âge et Renaissance, Turn-
hout :  Brepols,  ２007,  p. 99）。

3２）  Voir DAMONGEOT-BOURDAT,  ibid.,  pp. 85-87  et  95.
33）  なお，「聖ウルスラ」（fol. 168 v）の欄外に認められる盾形の紋章には白貂の毛皮模

様が 8 しか認められない。この紋章がピエール ２ 世はもとよりフランソワ ２ 世にも
使用されていたことを踏まえれば，写本後継者の可能性をマルグリットの夫である
後者にも求めることもできよう。ただし 15 世紀半ばにフランソワ ２ 世が注文・所有
したと考えられる ２ 冊の時祷書（Bibliothèque municipale  de Nantes, ms.  ２1；BnF, 
ms.  lat.  10548）には，いずれも聖ウルスラへの特別な崇敬は表明されていないため，
彼自身の意向でこの紋章が挿入されたとは考えがたい。フランソワ ２ 世の蔵書につ
いては次を参照── BOOTON,  op. cit.,  pp. ２78-２80.

34）  マルグリット・ド・ブルターニュの蔵書については次を参照── Jean-Luc DEUFFIC, 
Notes de bibliologie : Livres d’heures et manuscrits du Moyen Âge identifiés 
(XIV e-XVI e siècles), Turnhout :  Brepols,  ２009,  pp. 167-170.

35）  Les Heures de Fitzwilliam （Cambridge,  Fitzwilliam Museum, ms.  6２）. この写本
はヨランド・ダラゴン（1381–144２）が彼女自身のために 1417 年ごろ注文したもの
とも，1431 年にフランソワ 1 世と結婚した娘のヨランド・ダンジュー（141２–1440）
のために注文したものとも考えられている。いずれにせよ祈祷文が女性形で記され
ているうえ，巻末には寡婦の姿が認められるため，1417 年に夫ルイ ２ 世を亡くして
いたヨランド・ダラゴンと当該時祷書との関連性は明らかである。いっぽう，この
時祷書に描かれたフランソワ 1 世の後妻イザベル・スチュアートの紋章や彼女の娘
マルグリットの祈念姿は，いずれも写本の継承過程で付加されたものである──
Voir  Elizabeth  L’ESTRANGE,  « Images  de  maternité  dans  deux  livres  d’heures
appartenant  aux  duchesses  de  Bretagne »,  in  Anne-Marie  LEGARÉ （éd.）,  Livres et
lectures de femmes en Europe entre Moyen Âge et Renaissance,  op. cit.,  pp. 36-
43. なお，マルグリットの蔵書目録には義母マルグリット・ドルレアンの時祷書

（BnF,  ms.  lat.  1156  B）も記されているが，これについては後者が 1466 年に逝去
した際に前者に贈られた可能性が高いため，『ピエール ２ 世の時祷書』との影響関係
を問う必要はなかろう。

36）  紋章の配置から写本所有主の聖人崇敬のかたちが浮き彫りになるブルターニュ時祷
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書の作例については拙論を参照されたい── La signification et la fonction sym-
bolique de l’ornement végétal dans les livres d’heures bretons au XV e siècle, 
thèse  de  doctorat,  Université  Paris X,  ２008,  t.  I,  pp. ２67-２68.

37）  写本所有主の性別によって子宝祈願の表象が異なることは，次の ２ 写本間の差異に
も見出せる。ジャン・ガレアッツォ・ヴィスコンティが注文・所有した『ヴィスコ
ンティの時祷書』（Florence,  Bibliothèque  nationale,  BR.  397）では，ヨアキムとア
ンナの図像に長らく子宝に恵まれなかったヴィスコンティ夫妻が重ねあわされてい
る。いっぽう，この写本の影響が指摘されている『ジャン・ド・モントーバンとア
ンヌ・ド・ケランレイの時祷書』（BnF, ms.  lat.  180２6）では，聖アンナにのみ同様
のアマルガムがあるため，妻アンヌの祈祷書として制作されたと筆者は推測してい
る。夫ジャンが注文・所有した写本（BRM,  ms.  1834）との比較検討から同様の見
解を導きうることは，前掲拙稿「時祷書の語り」151 頁で言及した。なお，上記 ２
写本にかんしては次を参照されたい── Millard  MEISS,  Les Heures de Visconti, 
traduit  de  l’américain  par  F.  AVRIL,  Montrouge / Paris :  Draeger  frères / Vilo, 
197２ ;  AVRIL  et  RAYNAUD,  op. cit.,  pp. 176-177.

38） 『イザベル・ド・ブルターニュの時祷書』（Lisbon, Museu Calouste  Gulbenkian,  LA 
２37）は，ジャンヌ・ド・フランス（1391–1433）のために 14２0 年ごろ制作されたも
のとも，彼女の娘イザベル（1411–144２）が 1430 年に婚姻した際に注文されたもの
とも推測されてきた。いっぽう筆者は，当該写本の図像プログラムを母から娘へと
継承・贈与された複数のブルターニュ時祷書に照らし合わせ，両者間に明らかな差
異を見出している。たしかにイザベル夫妻に関連する図像が散見するうえ，ジル・
ド・レが悪事の果てに捕らえられ，1440 年に死に至る経緯を辿る図像サイクル

（fol. ２0２ v）が認められる点から，先行研究の見解に問題があることが窺い知れる。
今後さらに考察を深化させる必要があるものの，同写本にかんする資料や情報をい
ただいたグルベンキアン美術館グラフィックアート部門のジョアン・カルヴァー
リョ・ディアス氏と，ポルトガルでの調査研究を助成して下さった公益財団法人鹿
島美術財団に篤くお礼申し上げる。なお海外派遣の報告書は次を参照されたい──

「異文化教育における彩飾写本の可能性──研究と教育の〈共生〉をもとめて──」
『鹿島美術研究』年報 3２ 号別冊，２015 年 11 月刊行予定。


